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第 11 章 
景観重要建造物 

及び景観重要樹木 
の指定方針 

 

１．市街地の景観ゾーン（岩国地域）の指定方針（一般地区） 

２．海と山の景観ゾーン（由宇地域）の指定方針 

３．盆地の景観ゾーン（玖西地域）の指定方針 

４．山と川の景観ゾーン（玖北地域）の指定方針 

５．島の景観ゾーン（柱島地域）の指定方針 

６．横山重点地区の指定方針 

７．岩国重点地区の指定方針 
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第11章 

１．市街地の景観ゾーン（岩国地域）の指定方針（一般地区） 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、地域の景観上シンボルとなり、周辺の景観づくりの牽引

役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町や旧街道沿い等の歴史的なまちなみ景観を構成する要素となっているもの。 

２）岩国駅や岩国錦帯橋空港等、多くの市民や来訪者が利用する公共の場周辺にあって、

地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えられるもの。 

３）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

４）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

５）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

６）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川や今津川等の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

２．海と山の景観ゾーン（由宇地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）由宇駅や通津駅周辺等の地域の中心部にあってまちなみ景観を構成する要素となって

いるもの。 

２）地域のシンボルとなっているもの。 

３）農村、漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）農村、漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）由宇川や通津川、海岸等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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第11章 

３．盆地の景観ゾーン（玖西地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）旧山陽道の宿場町の面影を残す建造物等で、まちなみ景観を構成する要素となってい

るもの。 

２）旧山陽道の面影を残す一里塚や道標等の建造物で、旧街道の景観を構成する要素とな

っているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）旧山陽道の宿場の面影を保つもの。 

４）島田川や笹見川等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

５）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

６）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

４．山と川の景観ゾーン（玖北地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）宿場町や代官所跡等の面影を残す建造物等で、まちなみ景観を構成する要素となって

いるもの。 

２）山代街道や岩国往来等の旧街道の面影を残す一里塚や道標等の建造物で、旧街道の景

観を構成する要素となっているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇り

となっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるもの。 

５）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

６）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

７）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）山代街道や岩国往来等の旧街道の面影を残す樹木等で、旧街道の景観を構成する要素

となっているもの。 

２）市街地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

３）農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

４）錦川や本郷川、小瀬川等の水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

５）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

６）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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第11章 

５．島の景観ゾーン（柱島地域）の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）島固有の景観を構成する要素となっているもの。 

２）漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

４）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

５）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

６）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）集落地において貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）漁村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの。 

３）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

４）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針

６．横山重点地区の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町の歴史的な景観を形づくっている城郭、武家屋敷の意匠や錦川沿いの町家

の意匠を伝えるもの。 

２）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

３）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、農林水産業の生産施設等、素材

に地域の特産を使用しているものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

４）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

５）近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなってい

るもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）横山地区の貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）岩国城下町の歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 
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第11章 

７．岩国重点地区の指定方針 

景観重要建造物及び景観重要樹木は、景観上地域の重要なシンボルとなり、周辺の景観づくり

の牽引役を担います。 

【景観重要建造物の指定の方針】 

建造物の外観が地域の景観上の特徴を有し、道路その他公共の場所から容易に見ること

のできる建造物のうち、次のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国城下町の歴史的な景観を形づくっている武家屋敷の意匠や町家の意匠を伝えるも

の。 

２）文化財としての価値や歴史的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地域の誇

りとなっているもの。また、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるも

の。 

３）地域の景観を形づくってきた意匠や工法の建築技術、素材に地域の特産を使用してい

るものや、その時代の匠や職人の技が光るもの。 

４）市や県指定の文化財や国登録文化財等であっても、地域の景観づくりにおいて特に重

要な資源であり、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

５）近代から現代に通じる近代建築、産業遺産、土木遺産として、地域の景観のシンボル

となっているもの。 

適用除外：国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

【景観重要樹木の指定の方針】 

樹容が美観上優れ、道路その他公共の場所から容易に見ることのできる樹木のうち、次

のいずれかに該当するものを指定します。 

１）岩国地区の貴重な緑、シンボル的な緑となっているもの。 

２）岩国城下町の歴史的なまちなみ景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

３）錦川の良好な水辺景観を構成する貴重な緑となっているもの。 

４）種類、樹齢、学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、

地域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えら

れるもの。 

５）市や県指定の天然記念物であっても、地域の景観づくりにおいて特に重要な資源であ

り、より積極的な保存・整備・活用が望まれるもの。 

適用除外：特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物 

 

 


